
 

「障害福祉分野におけるロボット等導入支援事業（令和２年度第三次補正予算分）」 

（令和３年度への繰越分）国庫補助協議（作業要領） 

 

１ 本事業は、障害福祉の現場におけるロボット技術の活用により、介護業務の負担

軽減等を図り、働きやすい職場環境の整備や安全・安心な障害福祉サービスの提供

等を推進するため、障害者支援施設事業者等が介護ロボット等の導入を支援するこ

とを目的とする。 

 

２ 本事業の実施主体 

（１）障害者支援施設等を運営する都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道府県

等」という。） 

（２）都道府県知事、指定都市長及び中核市長が適当と認めた社会福祉法人又は特定

非営利活動法人等が運営する障害者支援施設、グループホーム、居宅介護、重度

訪問介護、短期入所、重度障害者等包括支援又は障害児入所施設 

 

３ 対象経費、補助率（案） 

１区分 ２種目 ３対象経費 ４補助率 

障害者総合支援

事業費補助金 

障害福祉分野における

ロボット等導入支援事

業（令和２年度第三次

補正予算分） 

障害福祉分野のロボット等導入支援

事業の実施に必要な備品購入費（ロボ

ット等の購入費用に限る。）、使用料

及び賃借料（ロボット等の購入費用に

限り、当該年度末までの費用を限度額

とする。）、役務費（ロボット等の初

期設定に要する費用に限る。）、補助

金 

 

２ 

３ 

 

 

 

 

 

４ 補助対象とする機器 

想定される機器の例は、以下のとおりです。 

また、必要に応じ（参考）についても参照していただきますようお願いします。 

（１）移乗介護 ロボット技術を用いて介助者のパワーアシストを行う装着

型又は非装着型の機器 

（２）移動支援 障害者の外出をサポートし、荷物等を安全に運搬できるロ

ボット技術を用いた歩行支援機器 

（３）排泄支援 排泄物の処理にロボット技術を用いた設置位置の調整可能

なトイレや排泄のタイミングを予測する装着型のデバイス

を活用した排泄誘導機器 

別添 



（４）見守り・コミュニ

ケーション支援 

センサーや外部通信機能を備えたロボット技術を用いた機

器のプラットフォーム 

（５）入浴支援 ロボット技術を用いて浴槽に出入りする際の一連の動作を

支援する機器 

 

５ 執行方針 

以下の方針に基づき採択の可否を検討します。 

（１）都道府県等は、補助予定の施設・事業所に優先順位を設定する。 

（２）１台当たりの導入経費の補助対象額（初期設定に要する費用を含む。）は、以下

のとおりとする。 

① 移乗介護、入浴支援：10万円以上 100万円以下 

② 移動支援、排泄支援、見守り・コミュニケーション支援：10万円以上 30万円以下  

（３）１つの施設・事業所に対する補助上限額は以下とおりとする。 

① 障害者支援施設：全ての機器の合計額 210万円を限度とする 

② グループホーム：全ての機器の合計額 150万円を限度とする。 

③ その他事業所：全ての機器の合計額 120万円を限度とする。 

（４）１つの施設・事業所において、サービスの指定を複数受けている場合は、１施

設・事業所として５の（３）の①から③に規定するいずれかの補助上限額を適用

するものとする。 

（５）国庫予算額を超過する場合、都道府県等が設定した優先順位を踏まえて、採否

を判断する。 

（６）初回協議で採択済みの事業所であっても、再度申請が可能。 

（７）機器の導入経費（購入費用及び初期設定費用）と認められない経費は対象外と

する。 

対象外となる経費の例 

・Wi-Fi工事等通信環境整備に要する経費 

・機器の配送料 

・PC、タブレット及びその付属品 

・工事費（設置費は可能） 

（８）リースや契約料等、期間に定めのあるものについては、年度内に要する経費の

み補助対象とする。 

（９）導入する機器を当該施設・事業所以外で使用することは、目的外使用となり認

められない。 

 

 

 



６ 別紙１、２記載方法 

○別紙２－１及び別紙２－２ 

 ・事業所に記載を依頼してください。 

○別紙１ 

・事業所から提出された別紙２－１を元に、必要事項をご記入ください。 

 （G列～O列は、別紙２－１の A列～I列を転記してください）。 

・P列には、各施設・事業所の先頭に施設・事業所単位の所要額の合計額が表示され

るようになっています。 

・５の（３）のとおり、本協議では１施設・事業所の補助上限額を設定していること

から、R 列には、P 列と Q 列（補助上限額）を比較して少ない方が選択されます。 

・R23セルは、対象経費の総額に、補助率 2/3を掛けた金額が入力されます。 

・セルの結合は行わないでください。 

 

７ 提出書類及び提出期限 

別紙１及び別紙２について、参考書類（パンフレット等及び見積書）を添付のうえ、

令和３年 10月 29日（金）までに電子メールでご提出ください。 

提出先メールアドレス：fukusa@mhlw.go.jp 

 

８ 今後のスケジュール（予定） 

１２月 内示 

 

 

（参考） 

令和２年度障害者総合推進事業において、「ロボット等を活用した障害者支援手法

の開発に向けた調査研究事業」（実施主体：（株）浜銀総研研究所）を実施していま

す。 

当該研究所のホームページに成果物が掲載されております。 

＜（株）浜銀総研研究所のホームページＵＲＬ＞ 

https://www.yokohama-ri.co.jp/html/investigation/jutaku.html 

 

 


